
年末年始の休日・夜間診療について ６面に掲載
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◆年末年始のごみ収集日
地
区 町　名 収集日 普通ごみ プラスチック

製容器包装 びん・缶 古紙・古布 小型ごみ ペットボトル 粗大ごみ
（要予約）

A 石原町・泉町・大倉町・垣内町・幸福町・新橋町・末広町・月出町・中
町・浜町・速見町・古川町・松葉町・御堂町・向島町・柳町

最終日 12月29日㈫ 12月28日㈪ 12月24日㈭ 12月23日㈬ 12月９日㈬ 12月16日㈬ 12月24日㈭

開始日 １月５日㈫ １月４日㈪ １月７日㈭ １月27日㈬ １月13日㈬ １月６日㈬ １月14日㈭

B 朝日町・大池町・大橋町・上島町・上野口町・北巣本町１～34番・寿町・
下島町・常称寺町・城垣町・常盤町・野里町・宮野町・宮前町

最終日 12月29日㈫ 12月24日㈭ 12月28日㈪ 12月２日㈬ 12月16日㈬ 12月23日㈬ 12月28日㈪

開始日 １月５日㈫ １月７日㈭ １月４日㈪ １月６日㈬ １月20日㈬ １月13日㈬ １月11日㈷

C
打越・江端町・岸和田１～４丁目・北岸和田１～３丁目・北島・北島東
町・北巣本町35～38番・島頭１～４丁目・下馬伏町・巣本町・千石西
町・千石東町・野口・東江端町・南野口町・横地・脇田町・四宮１～６
丁目

最終日 12月28日㈪ 12月29日㈫ 12月25日㈮ 12月16日㈬ 12月２日㈬ 12月23日㈬ 12月25日㈮

開始日 １月４日㈪ １月５日㈫ １月８日㈮ １月20日㈬ １月６日㈬ １月13日㈬ １月15日㈮

D
一番町・打越町・沖町・北島町・桑才町・桑才新町・栄町・五月田町・
小路町・堂山町・殿島町・ひえ島町・東田町・深田町・舟田町・本町・
松生町・三ツ島１～６丁目・元町・柳田町

最終日 12月28日㈪ 12月25日㈮ 12月29日㈫ 12月９日㈬ 12月23日㈬ 12月16日㈬ 12月29日㈫

開始日 １月４日㈪ １月８日㈮ １月５日㈫ １月13日㈬ １月27日㈬ １月６日㈬ １月12日㈫

E 府営門真北岸和田住宅・市営門真四宮住宅・府営門真下馬伏住宅・
南門真ハイライフ

最終日 12月29日㈫ 12月29日㈫ 12月25日㈮ 12月16日㈬ 12月２日㈬ 12月23日㈬ 12月25日㈮

開始日 １月５日㈫ １月５日㈫ １月８日㈮ １月20日㈬ １月６日㈬ １月13日㈬ １月15日㈮

F 府営門真三ツ島住宅
最終日 12月29日㈫ 12月25日㈮ 12月29日㈫ 12月９日㈬ 12月23日㈬ 12月16日㈬ 12月29日㈫

開始日 １月５日㈫ １月８日㈮ １月５日㈫ １月13日㈬ １月27日㈬ １月６日㈬ １月12日㈫
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３年１月から水道料金と下水道使用料を改定

※基本料金を超える場合は使用水量に応じて超過料金を加算。詳しくは市ホームページ参照
※上下水道の使用期間が１月１日をまたぐ場合は、使用日数に応じて日割り計算

　市は、料金水準を適正化するため水道料金を減額し、将来にわたり持続可能な経営基盤を築くため下水
道使用料を増額します。改定内容は次のとおりです。　　　問合先　経営総務課　☎０６(６９０３)３１３１

料金改定に関するQ&A 

Qどうして下水道使用料を値上げをすることになったの？

A平成７年度から25年間据え置いている現行の下水道使用
料では、将来にわたり持続可能な経営基盤を築くための

下水道の老朽化対策、地震対策、施設整備・改築を行うため
の財源が不足すると見込まれたためです。

◆基本料金（１カ月あたり）
使用水量 現行 改定後 府平均

0～10㎥ 1,819円 1,986円 2,333円

◆使用水量ごとの料金（１カ月あたり）

20㎥ 4,778円 5,143円 5,221円

30㎥ 8,562円 9,147円 8,789円

内訳 現行 改定後 差額
水道料金 1,082円 985円

167円
下水道使用料 737円 1,001円

水道料金 2,996円 2,723円
365円

下水道使用料 1,782円 2,420円
水道料金 5,515円 5,011円

585円
下水道使用料 3,047円 4,136円

Qこの料金はいつまで続くの？

A水道料金は市水道事業ビジョンの
計画期間の８年度まで、下水道使

用料は市公共下水道事業経営戦略で定
める12年度までとしています。

単身
～２人
暮らし

家族
３～４人
暮らし

新型コロナの疑いがある場合、
まずはかかりつけ医にお電話を

　今までは新型コロナ受診相談セ
ンターへの相談をご案内していま
したが、今後、体調不良を感じた
場合、まずはかかりつけ医にお電
話ください。 
　夜間・休日やかかりつけ医がい
ない人は新型コロナ受診相談セン
ターへご相談ください。 

感染拡大を防ぐために
ご協力を

◦症状は事前にかかりつけ医へ電
話で伝えてください 

◦受診の際はマスク着用のうえ、
公共交通機関などの利用は控え
てください

⚠飲酒の影響で大きな声にな
りやすい 

⚠狭い空間で長時間、大人数
での滞在 

⚠回し飲みや箸などの共用 

⚠長時間にわたる閉鎖空間の共有 
⚠寮の部屋やトイレなど共用部分

からの感染疑いの事例あり

⚠居場所が切り替わることで起
こる気の緩みや環境の変化 

⚠休憩室、喫煙所、更衣室での
感染疑いの事例あり

⚠近距離での会話やカラ
オケ 

⚠車やバスなど移動する
際の車中

⚠短時間の食事に比べて長時間の
飲食は感染リスクが高まる 

⚠５人以上の飲食は大声になり飛
沫が飛びやすくなる 

感染リスクが高まる
「５つの場面」

　～年末年始の過ごし方～ 
感染を拡大させないために

気を付けたいことをお知らせします。

飲酒を伴う懇親会など マスクなしでの会話 居場所の切り替わり 

大人数や長時間におよぶ飲食 狭い空間での共同生活 

詳しくは
府ホームページを
ご確認ください
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